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聖
徳
太
子
が
通
っ
た
道
や
太
子
ゆ
か
り
の
寺
へ
参
拝
す
る
道
は
、
広
く
太
子
道

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
狭
義
で
は
、
太
子
の
住
ま
い
で
あ
る
斑
鳩
宮
か
ら
飛

鳥
の
小
墾
田
宮
ま
で
往
来
し
た
と
さ
れ
る
道
の
こ
と
が
太
子
道
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
道
は
、
条
里
制
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
南
北
方
向
の
地
割
り
に
対
し
、

例
外
的
に
西
に
傾
い
て
整
備
さ
れ
、
北
北
西
か
ら
南
南
東
へ
と
斜
め
に
走
っ
て
お

り
、
筋
違
道
（
す
じ
か
い
み
ち
）
と
呼
ば
れ
、
後
に
太
子
道
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
太
子
道
は
現
在
の
斑
鳩
町
、
安
堵
町
、
川
西
町
、
三
宅
町
、
田
原
本
町
、
橿
原

市
を
通
り
、
明
日
香
村
へ
至
る
約
20
数
キ
ロ
の
道
で
す
が
、
平
安
京
に
遷
都
後
は

こ
の
道
も
衰
退
し
て
そ
の
姿
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
い
、
中
世
以
降
は
法
隆
寺
街

道
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
ま
で
も
そ
の
一
部
は
道
路
や
あ
ぜ

道
と
し
て
残
っ
て
お
り
、
特
に
安
堵
町
広
峰
神
社
か
ら
飽
波
神
社
付
近
の
道
や
、

三
宅
町
屏
風
か
ら
田
原
本
町
保
津
方
面
へ
斜
行
し
て
い
る
道
な
ど
は
、
当
時
の
面

影
が
偲
ば
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
聖
徳
太
子
は
舎
人
の
調
子
丸
（
調
子
麻
呂
）
を
従
え
て
、
愛
馬
黒
駒
に
跨
り
飛

鳥
に
通
っ
た
と
い
う
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
伝
承
は
こ
の
道
沿
い
の

地
域
で
も
、
今
も
形
を
も
っ
て
生
き
て
い
ま
す
。
斑
鳩
町
の
調
子
丸
古
墳
・
駒
塚

古
墳
な
ど
は
考
古
学
的
に
は
疑
問
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
調
子
丸
と

黒
駒
の
墓
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
三
宅
町
「
屏
風
」
の
地
名

は
、
太
子
が
休
息
を
と
る
と
き
に
屏
風
を
立
て
た
こ
と
が
由
来
で
あ
り
、
屏
風
の

白
山
神
社
に
は
太
子
が
休
憩
を
と
っ
た
「
腰
掛
石
」
や
黒
駒
を
つ
な
い
だ
「
駒
つ

な
ぎ
の
柳
」、
杵
築
神
社
に
は
太
子
が
弓
で
掘
る
と
湧
き
出
た
と
い
う
「
屏
風
の

清
水
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
太
子
道
と
い
う
道
を
、
当
時
の
道
の
痕
跡
を
探
し
な
が
ら
、
ま
た
現
在
ま
で
残

る
伝
承
や
奈
良
の
歴
史
に
触
れ
な
が
ら
歩
い
て
み
る
の
も
い
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
毎
年
、
11
月
22
日
に

は
法
隆
寺
か
ら
橘
寺
ま
で
、
2
月

22
日
に
は
法
隆
寺
か
ら
聖
徳
太
子

御
廟
の
あ
る
叡
福
寺
（
太
子
町
）

ま
で
を
歩
く
「
太
子
道
を
た
ず
ね

る
集
い
」
と
い
う
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
の
で
、
参

加
し
て
み
る
の
も
お
も
し
ろ
い
か

と
思
い
ま
す
。

（
写
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：
広
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澤
祐
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広
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藤
貴
玲
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日
頃
よ
り
、
会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
本
会
の
事
業
運
営
に
ご
理
解
・
ご
協
力
を
賜
る
と
共
に
行
政

書
士
制
度
の
発
展
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

後
の
ペ
ー
ジ
で
も
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
本
会
に
お
き
ま
し
て
、
被
災
地
の
一
刻
も
早
い
復
旧
・

復
興
を
願
い
、
会
員
の
皆
様
へ
熊
本
地
震
義
援
金
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
本
会
会 

員
か
ら
１
３
７
、０
０
０
円
、
本
会
か
ら
の
支
出
と
合
わ
せ
て
合
計
２
３
７
、０
０
０
円
の
義
援
金
が
集
ま
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
に
、
皆
様
方
の
格
別
な
ご
厚
志
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
お
預
か
り
い
た
し
ま
し
た
義
援
金
は
、
日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
へ

振
込
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

本
会
に
お
き
ま
し
て
は
以
前
よ
り
奈
良
県
、
桜
井
市
、
上
牧
町
、
生
駒
市
と
災
害
協
定
（
被
災
者
支
援
協
定
）
を
締
結
し
て
、
災
害
時
に
お

け
る
復
興
支
援
な
ど
社
会
貢
献
事
業
に
も
力
を
入
れ
て
お
り
ま
す
が
、
今
年
度
も
新
た
な
自
治
体
と
の
災
害
協
定
（
被
災
者
支
援
協
定
）
締
結

に
向
け
て
調
整
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
実
際
に
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
こ
れ
ら
の
協
定
が
し
っ
か
り
機
能
す
る
よ
う
に
「
災
害
時
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
作
成
や
「
奈
良
県
行

政
書
士
会
官
民
業
務
受
託
等
に
関
す
る
規
則
」
の
制
定
な
ど
を
整
備
し
、
市
民
の
皆
様
に
し
っ
か
り
役
に
立
つ
行
政
書
士
会
を
目
指
し
て
ま
い

り
ま
す
。

　

被
災
地
で
あ
る
熊
本
県
行
政
書
士
会
は
、
災
害
対
策
本
部
を
設
置
し
、
り
災
証
明
書
の
交
付
申
請
支
援
や
復
興
補
助
金
に
関
す
る
無
料
相
談

な
ど
、
組
織
的
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　

本
会
も
万
が
一
の
災
害
に
備
え
て
熊
本
県
行
政
書
士
会
の
対
応
な
ど
も
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
準
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

２
年
の
任
期
も
折
り
返
し
地
点
を
過
ぎ
、
残
り
１
年
足
ら
ず
と
な
り
ま
し
た
。「
奈
良
県
行
政
書
士
会
を
未
来
へ
つ
な
ご
う
」
を
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
、
重
点
取
り
組
み
と
し
て
掲
げ
た
内
容
の
実
現
に
向
け
て
、
全
力
で
務
め
る
所
存
で
す
の
で
、
会
員
の
皆
様
の
ご
協
力
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　　　　　 奈良県行政書士会の更なる発展に向けて 　　　　　

 奈良県行政書士会
　 副会長　松岡　順司
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平成28年度　定時総会を開催しました
in　奈良商工会議所

　平成28年５月27日　12時30分より平成28年度定時総会が、奈良商工会議所５階大ホール

にて開催されました。開会のことばにはじまり、中嶋会長による挨拶に続き、来賓として

お招きした奈良県地域振興部部長　一松旬様からご祝辞をいただきました。会長表彰授与

式、日本行政書士連合会　遠田和夫会長からの祝辞の代読、新規登録会員の紹介を行いま

した。

　総会構成員数の確認及び報告が行われた後、議長に板倉靖史会員、副議長に黒田敬子会

員が指名、選出されました。

　議長、副議長が登壇し、挨拶がなされ、議長による議事録署名人の指名、議事運営委員

の紹介、申し合わせ事項の報告後、議長により会議の開会宣言がなされ、議案審議にはい

りました。

　第１号議案「平成27年度事業報告の承認について」、第２号議案「平成27年度収支決算

の承認について」が一括上程され、第１号議案は中嶋会長、第２号議案は西澤経理部長よ

り趣旨説明があり、西田監事から収支決算の監査報告がなされました。末廣会員、浅井会

員から質問通告がありましたので、質問に対する補足説明、執行部からの回答、質問者か

らの再質問が行われた後、採決に入り、賛成多数で可決、承認されました。

　第３号議案「平成28年度事業計画（案）の承認について」、第４号議案「平成28年度収

支予算（案）の承認について」が一括上程され、第３号議案は中嶋会長、第４号議案は西

澤経理部長より趣旨説明がなされました。第１号及び第２号議案と同様に、会員からの質

問に対する回答や再質問が行われた後、採決に入り、賛成多数で可決、承認されました。

　議長による閉会宣言がなされ、議長、副議長が降壇、閉会のことばで定時総会が終了い

たしました。

総務部より
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奈良県地域振興部部長　一松旬様
中嶋会長

会長表彰 議長・副議長あいさつ

新入会員紹介 採決のようす

定時総会のようす
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松本 研修責任者

特定行政書士研修 責任者インタビュー
～ 特定行政書士って何？ ～

ユ
キ 

マ
サ
く
ん
：
今
回
２
回
目
の
研
修
だ
け
ど
、
何

人
が
申
し
こ
ん
で
い
る
の
か
ニ
ャ
？

松
本 

：
今
年
は
７
名
の
申
込
が
あ
り
ま
し
た
。
昨
年

は
第
１
回
目
と
い
う
こ
と
も
あ
り
多
く
の
申
込

が
あ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
２
回
目
の
今
年
は
少
し

落
ち
着
い
た
感
じ
か
な
。

ユ
キ 

マ
サ
く
ん
：
そ
う
な
ん
だ
ね
〜
。
昨
年
と
今
年

で
研
修
に
違
い
は
あ
る
の
か
ニ
ャ
？

松
本 

：
研
修
の
内
容
は
昨
年
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ

よ
。
細
か
い
と
こ
ろ
を
言
え
ば
、
研
修
会
場
が

変
わ
っ
た
事
か
な
。（
今
年
は
商
工
会
議
所
、

昨
年
は
や
ま
と
会
議
室
）
参
加
申
し
込
み
人
数

の
違
い
も
あ
る
の
で
、
よ
り
受
講
い
た
だ
く
会

員
の
皆
さ
ま
に
最
適
な
環
境
で
受
講
し
て
も
ら

い
た
い
と
思
っ
て
変
更
し
た
ん
だ
よ
。

ユ
キ 

マ
サ
く
ん
：
い
ろ
い
ろ
大
変
な
ん
だ
ね
〜
。

じ
ゃ
あ
、
改
め
て
研
修
の
中
身
に
つ
い
て
詳
し

く
教
え
て
ニ
ャ
？

松
本 

：
研
修
は
18
コ
マ
（
１
コ
マ
60
分
）
で
全
部
で

18
時
間
の
研
修
に
な
る
よ
。
行
政
法
総
論
か
ら

始
ま
っ
て
、
行
政
手
続
法
、
行
政
不
服
審
査

法
、
要
件
事
実
・
事
実
認
定
論
、
特
定
行
政
書

士
倫
理
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
内
容
に
な
っ
て
い

る
ね
。
受
験
勉
強
で
試
験
範
囲
だ
っ
た
と
こ
ろ

も
あ
る
け
ど
、
範
囲
じ
ゃ
な
か
っ
た
部
分
も
含

ま
れ
て
い
て
新
し
く
知
る
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ

る
と
思
う
よ
。

ユ
キ 

マ
サ
く
ん
：
昨
年
も
そ
う
だ
っ
た
け
ど
今
年
の

受
講
者
の
皆
さ
ん
も
み
ん
な
ま
じ
め
に
受
講
し

て
い
た
ね
〜
？

松
本 

：
参
加
人
数
は
少
な
い
け
ど
、
み
な
さ
ん
の
熱

意
が
す
ご
く
伝
わ
っ
て
く
る
よ
。
熱
気
ム
ン
ム

ン
だ
ね
。

　

 　

 

今
日
は
２
日
目
の
研
修
だ
か
ら
ま
だ
先
な
ん
だ

け
ど
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
日
時
は
７
月
26
日
）、

今
後
の
日
程
か
ら
は
要
件
事
実
や
事
実
認
定
論

な
ど
、
民
事
訴
訟
法
に
ま
つ
わ
る
内
容
も
出
て

く
る
の
で
、
受
講
者
の
皆
さ
ん
の
熱
意
も
さ
ら

に
上
が
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

ユ
キ 

マ
サ
く
ん
：
そ
っ
か
〜
。
僕
も
行
政
書
士
に

な
っ
た
ら
受
け
た
い
な
と
思
っ
て
た
ん
だ
け
ど

ま
す
ま
す
勉
強
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
な
〜
。

松
本 

：
そ
う
だ
ね
。
で
も
今
回
の
受
講
者
の
皆
さ
ん

も
、
年
齢
や
会
員
登
録
の
年
数
な
ど
様
々
だ

よ
。
や
っ
ぱ
り
注
目
の
研
修
な
ん
だ
な
と
改
め

て
感
じ
て
い
る
よ
。

特集

今年で２回目の開催となる特定行政書士研修。
昨年は奈良会で21名の特定行政書士が誕生しました。
今年もユキマサくんが研修責任者へ突撃インタビュー！
研修内容についてや、昨年との違いなどを聞いてくれました。
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▲ 研修のようす ▼

ユ
キ 

マ
サ
く
ん
：
と
こ
ろ
で
、
松
本
さ
ん
は
昨
年
の

特
定
行
政
書
士
研
修
で
見
事
合
格
し
た
ん
だ
よ

ね
。
こ
の
１
年
間
で
特
定
行
政
書
士
と
し
て

の
今
ま
で
違
い
み
た
い
な
も
の
は
あ
っ
た
か

ニ
ャ
？

松
本 

：
そ
う
だ
ね
、
や
っ
ぱ
り
昨
年
か
ら
始
ま
っ
た

資
格
な
の
で
、
一
般
の
方
に
深
く
知
っ
て
も

ら
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
で
は
ま
だ
な
い
と
思

う
。
同
業
者
や
他
士
業
の
先
生
は
も
ち
ろ
ん

知
っ
て
く
れ
て
い
る
け
ど
ね
。
た
だ
、
不
服
審

査
請
求
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実

は
大
き
な
こ
と
だ
し
、
ま
た
、
相
手
に
対
し
て

新
し
い
知
識
を
吸
収
し
て
よ
り
良
い
行
政
書
士

に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
人
な
ん
だ
と
い
う
前
向

き
な
姿
勢
は
感
じ
て
も
ら
え
て
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
と
思
う
よ
。
実
際
に
こ
れ
か
ら
は
特
定
行

政
書
士
制
度
が
、「
行
政
書
士
」
そ
の
も
の
を

認
知
向
上
さ
せ
る
上
で
必
要
に
な
っ
て
く
る
と

思
っ
て
い
る
よ
。

ユ
キ 

マ
サ
く
ん
：
う
ん
、
そ
う
だ
ね
。
も
っ
と
行
政

書
士
の
事
を
た
く
さ
ん
知
っ
て
も
ら
い
た
い
か

ら
、
僕
も
頑
張
る
ニ
ャ
。
そ
れ
じ
ゃ
最
後
に
、

行
政
書
士
の
仲
間
や
市
民
の
皆
さ
ま
に
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
貰
っ
て
も
良
い
か
ニ
ャ
？

松
本 

：
「
身
近
な
街
の
法
律
家
」
と
し
て
日
々
の
研

鑽
を
積
み
、
期
待
に
こ
た
え
ら
れ
る
よ
う
な
行

政
書
士
に
な
っ
て
い
た
だ
く
ひ
と
つ
の
成
果
と

し
て
「
特
定
行
政
書
士
」
と
い
う
検
討
を
是
非

し
て
下
さ
い
。
奈
良
県
行
政
書
士
会
の
レ
ベ
ル

を
更
に
上
げ
て
い
く
た
め
に
、
会
員
皆
さ
ま
の

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
知
識
・
経
験
を
共
有

し
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
市
民
の
皆

さ
ま
に
お
い
て
も
我
々
行
政
書
士
の
取
り
組
み

を
も
っ
と
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
頑
張
り
ま
す

の
で
、
地
域
の
奈
良
会
会
員
を
頼
っ
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ユ
キ 

マ
サ
く
ん
：
ど
う
も
あ
り
が
と
う
。
残
り
の
研

修
や
考
査
も
責
任
者
と
し
て
頑
張
っ
て
ニ
ャ
〜
。

特
定
行
政
書
士
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
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《奈良会のとりくみ１》
官民からの業務受託（相談・支援業務）等について

～ 現状と今後 ～

　本会がこれまでに行ってきた業務受託には、奈良県からの経営事項審査の審査補助業務依頼や、

奈良県運輸支局からの自動車登録に関する相談員の派遣依頼、民間団体への講師派遣やセミナー開

催等があります。一般の方が目にする機会は自動車登録の相談員の方が多いかもしれませんね。

１　創業支援機関との連携事業について

（１）よろず支援拠点

　本年４月に本会事務局からすぐのところによろず支援拠点のサテライトオフィスができたことも

あり、本年度は様々な取り組みを連携しながら行っていく予定です。具体的には次の通りです。

①創業に関する無料相談会の実施

　よろず支援拠点は県内の創業者をサポートする機関であり、創業に関する相談が日々寄せら

れています。相談の中には私たち行政書士の業務である許認可や届出に関することも含まれま

す。そこで、本会では、サテライトオフィスにて３か月に１回程度出張の無料相談会を実施す

ることとなりました。初回は８月２日に実施いたしました。

②業務案内セミナーの実施

　創業支援を行っている機関として、金融機関をはじめ様々な創業支援機関があります。た

だ、どこの機関にも専門分野があるため、自機関の専門分野ではない事項を相談された際、他

機関をご案内することになります。しかし、自らの専門分野以外については、果たしてどこが

専門として取り扱っているのかがわからず困ってしまうこともあります。そこで、本会では、

よろず支援拠点と連携し、金融機関をはじめとする創業支援機関の担当者様向けの行政書士業

務案内セミナーを実施することにしました。

（２）日本政策金融公庫 奈良支店

　日本政策金融公庫奈良支店とは、以前より協定を締結させていただいており、行政書士会の研修

　行政と市民のパイプ役として、われわれ行政書士は日々活動しています。
　一部の分野では、行政（官公署）から行政書士への業務委託が始まっています。
　ここではその取り組みと、その他行政書士制度認知向上に向けて取り組むべき
テーマについてご紹介いたします。
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をご担当いただく等の連携を図ってきました。本年は、10月に日本政策金融公庫奈良支店が主催す

る創業支援セミナーに本会も共催させていただき、一部セミナーを担当する予定です。

２　法教育について

　７月11日、奈良市立平城中学校にて LINEいじめが引き起こす法的責任についての講演を中学校

体育館で行いました。１年生から３年生までの生徒とその保護者、来年平城中学校に入学予定の小

学校６年生の保護者の皆さんに聞いていただきました。大変暑い中での実施となりましたが、生徒

にも意見を聞きながら一緒に LINEいじめについて考えることができました。

　その他、これまでに業務提携等を結んでおります各団体とも研修会、講師派遣や相談会を通じ

て、今後も連携を図って参ります。

（公社）全日本不動産協会 奈良県本部 （公社）奈良県宅地建物取引業協会
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総務部長　二宮聰介

　熊本地震に対して義援金の募集を行ったところ、多数の会員からご協力をいただきました。

御礼申し上げます。以下ご報告させていただきます。

《協力会員》

浅井彰文　　石山惠一　　井上勇夫　　上岡國威　　大倉房男　　大倉令子　　綛谷邦夫

川合利章　　黒田敬子　　佐田紀和　　佐藤貴玲　　杉浦恵美　　髙野利明　　髙畑　博

田中博子　　谷口成男　　谷口眞人　　谷澤祐樹　　田村　豊　　逵本和志　　中嶋章雄

中嶋雄一　　永田俊巳　　中田典子　　中村喜勇　　西田周祐　　西畑喜之　　野村早香

藤井　熙　　藤塚嘉夫　　松井紀行　　水戸井豪　　南　依男　　森田泰浩　　森村和枝

山尾　登　　山﨑博之　　吉岡　豊　　吉田素久　　米田英樹　　若林平三郎

 （五十音順、敬称略）

計　41名

金　　額　　137,000円

本会負担金　100,000円

振込手数料　　4,774円

合　　計　　232,226円

　上記金額を6月27日付けで日本行政書士会

連合会に振込いたしました。

　ご協力ありがとうございました。

熊本地震義援金活動のご報告
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《奈良会のとりくみ２》
本会における災害協定の取り組みについて

～ 現状と今後 ～
自治体との災害協定について
　奈良県行政書士会は、奈良県、桜井市、上牧町、生駒市との間で災害

（被災者支援）協定を締結しており、現在、その他自治体とも締結に向け

て協議を進めています。この協定はいわば「基本協定」の位置づけにあた

り、この協議が一段落したところで、実際に災害が起きた際にどのように行政書士会として協力をするの

か、既に協定を締結している自治体と一歩進んだ話し合いを行っていく予定です。

　先のページでもご報告しましたとおり、今年４月におこった「熊本地震」において多数の被災者が出た 
ことは記憶に新しいところです。地元の行政書士団体である熊本県行政書士会は、被災者がさまざまな公

的支援を受けるために必要な「り災証明書」発行に関する支援業務について窓口を設け、無料で行ってい

ます。具体的な支援業務の一つとしてイメージいただけるかと思います。

　単に協定締結だけで終わることなく、災害発生の際に現実に動けるよう、マニュアル作成も視野に入れ

た活動をしていきたい所存です。

～これまでの締結先～

平成27年８月３日　上牧町と協定締結

平成26年３月３日　奈良県と協定締結

平成27年10月９日　生駒市と協定締結

平成27年２月27日　桜井市と協定締結
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《奈良会のとりくみ３》

〉〉〉〉〉女性のための女性行政書士による無料相談会〈〈〈〈〈

　毎年10月は、行政書士制度の広報月間です。

　行政書士制度の普及浸透を目的として全国一斉に広報活動を行っています。

　本年は、県民のみなさまに「楽しみながら相続・遺言について学んでいただ

ける」落語イベントを企画しました。

　無料相談会も別日程で開催いたします。

広報部より

〉〉〉〉〉　　　　　　　　　　　　　〈〈〈〈〈笑う！知る！聞く！
落語で楽しく学ぶ相続・遺言

創作落語「天国からの手紙」　生 島 清 身（天神亭きよ美）

◆場　　所　奈良県文化会館　小ホール
　　　　　　　（奈良市登大路町６－２）

◆日　　時　平成28年10月23日（日）
　　　　　　　13：00～　　　　　受付開始
　　　　　　　13：30～15：00　　落語＆遺言・相続知識セミナー
　　　　　　　15：15～16：30　　行政書士による無料相談会

◆参 加 費　無料

◆申込方法　電話またはＦＡＸ
　　　　　　（電話：０７４２－９５－５４００）
　　　　　　（ＦＡＸ：０７４２－２６－６４００）
　　　　　　　（氏名・電話番号またはＦＡＸ番号・
　　　　　　　　参加人数をお知らせください。）

◆場　　所　奈良県行政書士会　会議室
　　　　　　　奈良市高天町10番地の１　㈱T.T. ビル３階

◆日　　時　10月13日（木）午後１時～午後４時

　※事前に電話予約が必要です。

◎団体の名称、所在地、連絡先
　　奈良県行政書士会　　奈良県奈良市高天町10番地の１　㈱ T.T. ビル３階
　　連絡先：０７４２－９５－５４００

※裏表紙に本イベント
チラシを掲載して
います。

イベントが気になる
方は今すぐ確認して

みてね！！
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ユキマサく
んが

行く！！

写真：左から　県民サービス課広報・広聴担当補佐　𠮷﨑隆哉警部とナポくん、
　　　　　　　交通部交通企画課　交通事故分析官　西田典弘警視とユキマサくん、庁舎警戒中の警察官
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行政書士業務に関わる法改正情報

　幅広い業務範囲のある行政書士業務の中で、気を付けて確認しておきたいのが、法改正に関

する情報。

　数ある改正の中でも、私達の業務に関わるものを少しご紹介します。

●改正法施行日 (平成28年６月１日 )

●改正の概要
　解体工事に関する施工技術の専門化や施工実態の変化といった事情を踏まえ、業種区分について
「解体工事」を新設する等の所要の措置を講ずる「建設業法等の一部を改正する法律」（平成26年
法律第55号。以下「改正法」という。）が平成26年６月４日に公布され、平成28年６月１日付で施
行されました。 （国土交通省HPより抜粋）

●行政書士業務との関わりについて
　建設業許可業務に携わる行政書士にとって同法の施行は、今年度の重要な法改正のひとつです。
建設業者への周知、該当する業者の許可取得を含め、将来的に多くの業務受任が予想されるテーマ
といえます。詳細は国土交通省ホームページを参照下さい。

★建設業法改正★建設業法改正★建設業法改正

●改正法施行日
　平成28年７月15日以降に公告または指名通知を行う建設工事請負契約から適用する。
　なお、平成28年４月１日以降新たに請負契約を締結した工事については、発注者と受注者で協
議のうえ、当該請負契約における前払金の使用に係る規定を変更した場合には、適用することが可
能とする。 （奈良県HPより抜粋）

●改正の概要
　地方自治法施行規則の一部を改正する省令（平成28年総務省令第61号）の施行（公布日（H28.
５.27）施行）に伴い、国土交通省発注工事について定められた前払金の使途拡大に関する特例措
置に係る取扱いを参考とし、都道府県発注工事について格段の配慮を行うよう通知されたことか
ら、建設工事請負契約書の改正を行うもの。（奈良県HPより抜粋）

●行政書士業務との関わりについて
　同法の改正により行政書士が直接業務を請け負うことはないかもしれないが、日ごろから建設業
業務に携わる会員にとっては、知っておきたい改正です。契約書の新様式等については、奈良県県
土マネジメント部建設業・契約管理課のホームページに掲載されています。

★地方自治法施行規則改正★地方自治法施行規則改正★地方自治法施行規則改正
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●改正法施行日（平成28年４月１日施行）

●改正の概要
　今回の改正では、「担い手への農地集積・集約化等」をより強力に進める観点から、農業委員会
の業務を「農地等の利用の最適化（担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・
解消、新規参入の促進）の推進」として新たに必須業務として位置づけることになりました。
　次に、これまで公選制（選挙制と市町村長の選任制（議会・団体推薦）の併用）であった農業委
員の選出方法を、市町村議会の同意を要件とする市町村長の任命制一本に改め、地域の農業をリー
ドする担い手が透明なプロセスを経て確実に就任できるように整備されました。
　最後に、「農地利用最適化推進委員」の設置が新たに制度化されました。

●行政書士業務との関わりについて
　農地法許可申請に際しては、申請代理人として、農業委員に対し申請内容の説明等を行う機会も
多く、そもそもの許可主体である農業委員会の存立根拠ならびに目的を熟知しておくことは非常に
重要です。
　また、山間部における遊休農地、耕作放棄地の措置について、今後、我々行政書士と行政側が一
致協力して進めるべき新たな業務の発現も考えられることから、今後注視していくべきテーマであ
ると考えています。

●改正法施行日（予定日）
　平成27年６月17日　改正風営法（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律）成立
　平成28年６月23日　一部を除き施行

●改正の主な概要
　①客にダンスをさせる営業に係る規制の範囲の見直し
　 　客にダンスをさせる営業について、その一部を風俗営業から除外し、営業の形態に応じた規制
を実施することとなります。

　②特定遊興飲食店営業に関する規定の整備
　 　深夜において客に遊興 (ダンスを含む )をさせ、かつ客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業
を特定遊興飲食店営業と規定し、公安委員会の許可制となります。

【主な規制の内容】
・欠格事由を設け、不適格者を排除。
・ 条例により、営業可能地域を限定、地域を定めて営業時間を制限することが可能になります。
・ 18歳未満の者の午後10時以降の立ち入りを制限できるようになります

●行政書士業務との関わりについて
　・既存の風営法申請の変更
　・ 特定遊興飲食店営業の創設に伴う、新規許可の申請等

★風俗営業法（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律） 改正★風俗営業法（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律） 改正★風俗営業法（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律） 改正

★農業委員会に関する法律（農業委員会法）改正★農業委員会に関する法律（農業委員会法）改正★農業委員会に関する法律（農業委員会法）改正
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（１）自転車運転者講習制度
（１）自転車運転者講習制度
自転車の交通違反による事故が多発していることをうけ、道路交通法の一部が改正されました。
この改正に伴い、公安委員会が、交通の危険を生じさせるおそれのある交通違反を繰り返し行う運
転者に対し、自転車運転者講習の受講を命ずることができる制度が設けられました。
　■施　　行：平成27年６月１日
　■適　　用： 14歳以上の自転車運転者で、信号無視、酒酔い運転など14項目の危険行為を理由と

する交通違反を繰り返し行い３年以内に２回以上摘発された場合
　■受講時期：公安委員会の命令を受けてから３カ月以内
　■受講内容：３時間。（講習の手数料として5,700円が徴収されます）
　※ 受講命令に従わなかった場合は、５万円以下の罰金が科されます。
違反の対象となる危険な行為は以下の14種類です。
　１　信号無視　　２　通行禁止違反　　３　歩行者用道路における車両の義務違反（徐行違反）
　４　通行区分違反　　５　路側帯通行時の歩行者の通行妨害　　６　遮断踏切立ち入り
　７　交差点安全進行義務違反　　８　交差点優先者妨害等　　９　環状交差点安全進行義務違反
　10　指定場所一時不停止等　　　11　歩道通行時の通行方法違反

　 　　12　制動装置（ブレーキ）不良自転車運転　　13　酒酔い運転
　 　　14　安全運転義務違反

（２）自転車事故に関する賠償
自転車は車両の一種（軽車両）です。法律違反をして事故を起こすと、
運転者は刑事上の責任が問われます。
また相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。
　■賠償の例

賠　償　額 約９，５００万円

事故の概要

小学５年生の児童が、自転車で走行中、歩行中の女性（60 
代）と衝突し、女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻 
らない状態となりました。（神戸地方裁判所、H25年７月４ 
日判決）

（３）自転車事故に関する紛争
自転車事故が起きた場合の当事者間の解決方法としては、当事者間での
話し合いによる示談・和解をする方法、簡易裁判所の民事調停や民事裁
判を利用する方法がありますが、ADR( 裁判外紛争解決手続 )を利用し
て解決する方法もあります。
ADRとは、訴訟手続によらず、公正な第三者が関与して、解決を図る
手続で、仲裁手続や調停手続があります。
奈良県行政書士会は、ADR事業を実施するため、「裁判外紛争解決手続
の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、H28年４月１日、法務大
臣の認証を取得しました。本会で扱うADR事業に「自転車事故に関す
る紛争」があります。
詳しくは、本会にお問い合わせ下さい。

Topic
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７月22日㊎～
 10月24日㊊エントリー中です！
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新規登録会員さん！
　　　　　いらっしゃい！！

浅　田　　　治

高　原　裕　司

杉　浦　恵　美

福　田　尚　世 高　津　孝　至

（あさだ　おさむ）

（たかはら　ひろし）

（すぎうら　めぐみ）

（ふくだ　ひさよ） （こうづ　たかし）

海　蔵　親　一
（かいぞう　しんいち）

① 2016年４月15日
② 639-0225
 香芝市瓦口2250-1 笑美縁ビル2F
③ 行政書士法人アウルス 奈良本部
④ 0745－71－8700

① 2016年４月15日
② 636-0202
 磯城郡川西町大字結崎338番地10
③ 浅田行政書士事務所
④ 080－8311－5009

① 2016年４月２日
② 630-0242
 生駒市新生駒台8番19号
③ 行政書士エクセルあすなら総合事務所
④ 0743－74－5941

① 2016年４月２日
② 631-0041
 奈良市学園大和町三丁目232番地の5
③ めぐみ行政書士事務所
④ 090－6901－7003

① 2016年4月15日
② 634-0845
 橿原市中曽司町322番地の1
③ 行政書士　福田尚世事務所
④ 0744－24－8706

① 2016年４月２日
② 636-0023
 北葛城郡王寺町太子1丁目3番33号
③ 高津行政書士事務所
④ 0745－32－5247

★会員の動き★

①登録年月日　　②事務所所在地　　③事務所名称　　④事務所電話番号
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八　木　真由美

大　儀　洋　揮森　本　哲　夫

米　田　昇　平 松　井　政　明

（やぎ　まゆみ）

（おおぎ　ひろき）（もりもと　てつお）

（よねだ　しょうへい） （まつい　まさあき）

① 2016年７月15日
② 630-0245
 生駒市北新町13番26号
③  i ＥＴコンサルティング行政書士事務所
④ 0743－74－4767

① 2016年７月１日
② 635-0051
 大和高田市大字根成柿380番地1（Ｂ318号室）ネオシティ大和高田
③ おおぎ行政書士事務所
④ 0745－23－5755

① 2016年５月１日（転入）
② 639-0222
 香芝市西真美2丁目35番地4
③ もりもと行政書士事務所
④ 090－9014－8217

① 2016年７月15日
② 634-0802
 橿原市新口町165-1
③ よつば行政書士事務所
④ 0744－47－4392

① 2016年５月15日
② 630-8114
 奈良市芝辻町22番地
③ 松井行政書士事務所
④ 0742－23－3647

　　　　　 行政書士法人の入会 　　　　　

入会年月日 法人事務所名 事務所所在地 事務所電話

2016年４月８日 ディア行政書士法人 〒631-0815 奈良市西大寺新町一丁目1番1号
 河辺ビル1階 0742－34－5634

今後とも　　
　　よろしく

お願いいたします。
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　　　　　 変　　 更 　　　　　

　　　　　 退　　会 　　　　　

退会年月日 氏　　名 事務所所在地 ･事務所電話 事　由

2016年５月31日 橋　本　安　夫 〒636-0071 北葛城郡河合町高塚台1丁目6番地2
０７４５－７３－０８２３ 廃　　業

2016年６月27日 山　本　智　之 〒636-0202 磯城郡川西町大字結崎296番地の5
０７４５－４３－０６７１ 廃　　業

2016年７月22日 櫻　本　勝　昌 〒633-0066 桜井市大字西之宮287番地18　小林ビル102号
０７４４－３５－５６８７ 廃　　業

2016年７月29日 辻　　　昭　宏 〒639-2101 葛城市疋田227番地の24
０７４５－６９－５７２３ 廃　　業

変更年月日 変更事項 氏　　名 内　　　　　　　　　容

2016年４月15日 属性・事務所の名称 藤　本　忠　相 さくら行政書士法人（法人の社員）

2016年４月15日 事務所の所在地 樋　口　一　也 〒634-0072 橿原市醍醐町436番地の1 ナッシュエイ85 303号室

2016年４月28日 事務所の電話 谷　澤　祐　樹 ０５０－３７０１－０１１０　

2016年４月28日 属性・事務所の名称
事務所の所在地 連　　　紗　智 〒631-0815 奈良市西大寺新町一丁目1番1号 河辺ビル1階

ディア行政書士法人（法人の社員）

2016年５月13日 事務所の所在地
事務所の電話 久　田　雅　美 〒630-0234 生駒市萩原町312-9

０７４３－８９－１６１４

2016年５月13日 事務所の所在地
事務所の電話 堀　井　大　悟 〒635-0096 大和高田市西町2番10号

０７４５－２３－３５９１

2016年６月15日 事務所の所在地 池　永　輪香子 〒630-8224 奈良市角振町26番地 いせやビル407号

2016年６月15日
属性・事務所の名称
事務所の所在地
事務所の電話

前　田　真　一
〒630-8244 奈良市三条町487番地 小山ビルディング2階
０７４２－２５－２７００
行政書士前田総合事務所（個人開業）

2016年７月15日 事務所の所在地
事務所の電話 市　川　　　亮 〒639-1031 大和郡山市今国府町384-1 松本総合テナント35号

０７４３－５９－６２１０

2016年７月15日 事務所の名称
事務所の所在地 樋　口　倫　彦 〒631-0823 奈良市西大寺国見町一丁目7番24号

行政書士ひぐち法務事務所

2016年７月15日 事務所の名称 森　田　光　弘 行政書士久悠法務オフィス

2016年７月15日 事務所の所在地 若　井　成　仁 〒633-0062 桜井市大字粟殿1006番地の23

2016年７月29日 事務所の所在地 豊　田　貴　浩 〒630-8014 奈良市四条大路一丁目3番22号

編 集 後 記

　本号より新コーナー「ユキマサくんが行く！」のスタート、４コマ漫画を再開しました。
　また、10月の広報月間にはこれまでにない落語を通じた広報イベントの開催を予定しておりま
す。
　広報部では、引き続き多くの方に行政書士を身近に感じていただけることを目指した広報活動を
行って参りたいと思います。
　みなさまからのより一層のご意見・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
 広報部副部長　長森　和奈
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奈良県文化会館　近鉄奈良駅１番出口より東へ徒歩約５分
　　　　　　　　　〒630-8213　奈良県奈良市登大路町６－２
 　　　　　　　　　TEL 0742-23-8921  FAX 0742-22-8003 

落語で楽しく学ぶ相続・遺言落語で楽しく学ぶ相続・遺言
毎年10月は、行政書士広報月間です。行政書士制度の普及
浸透を目的として全国一斉に 広報活動を行っています。
今年、奈良県行政書士会では、県民の皆様に、落語を通じて
相続・遺言について楽しく学べるイベントを企画しました。
皆様のご参加をお待ちしております。

創作落語
「天国からの手紙」

日　　時：平成28年10月23日（日）
★落語＆セミナー　13時30分～15時（要予約）
　　　　　　　　　（13時受付開始）

★無料相談　15時15分～16時30分（予約優先）

場　　所：奈良県文化会館　小ホール
申込方法：電話またはFAXにて氏名、連絡先、
　　　　　参加人数をお知らせください。

いただいた個人情報は、奈良県行政書士会が責任を持って管理し、
本イベントにのみ使用します。

主　　催：奈良県行政書士会

後援：奈良県

息子二人、娘一人が見守る中で、母は、天国の案内人の
指導のもと遺言書を作成するが…。

遺言・相続セミナー
・相続人はだれ？　遺留分とは？
・遺言書作成の注意点など

無料相談会
行政書士がご相談をお聞きいたします。
お気軽にご相談ください。

行政書士
社会人落語家

　生島清身（天神亭　きよ美）

《お問い合わせ・お申し込みは…》
　奈良県行政書士会　奈良県奈良市高天町10-1　T.T.ビル３階

TEL　0742-95-5400
FAX　0742-26-6400
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